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(57)【要約】
【課題】コンクリート等の経時硬化性材料の補強を容易
かつ確実なものとして、また、鋼板、折板等の鋼部材と
経時硬化性材料とを確実に付着させることのできるトラ
ス状部材を提供する。
【解決手段】複数の節点部２が面外方向Ｙの異なる位置
に配置されるトラス状部材１に関する。本発明を適用し
たトラス状部材１は、面外方向Ｙの一方側Ａに配置され
る第１節点部２１と、面外方向Ｙの他方側Ｂに配置され
る第２節点部２２と、第１節点部２１又は第２節点部２
２から面外方向Ｙに傾斜して延びる複数の脚部とを備え
る。第１節点部２１、第２節点部２２及び複数の脚部３
は、略矩形状の孔部４が複数形成された１枚の板材６を
面外方向Ｙに折り曲げることで一体的に形成されて、硬
化させた経時硬化性材料５の構造部材又は付着部材とな
るように、第１節点部２１、第２節点部２２及び複数の
脚部３の一部又は全部が、経時硬化性材料５に埋め込ま
れた状態で用いられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の節点部が面外方向の異なる位置に配置されるトラス状部材であって、
　面外方向の一方側に配置される第１節点部と、面外方向の他方側に配置される第２節点
部と、前記第１節点部又は前記第２節点部から面外方向に傾斜して延びる複数の脚部とを
備え、
　前記第１節点部、前記第２節点部及び前記複数の脚部は、略矩形状の孔部が複数形成さ
れた１枚の板材を面外方向に折り曲げることで一体的に形成されて、硬化させた経時硬化
性材料の構造部材又は付着部材となるように、前記第１節点部、前記第２節点部及び前記
複数の脚部の一部又は全部が、前記経時硬化性材料に埋め込まれた状態で用いられること
　を特徴とするトラス状部材。
【請求項２】
　前記第１節点部、前記第２節点部及び前記複数の脚部は、各々の略矩形状の前記孔部を
取り囲む４箇所の隅点部のうち、所定の対角線上に配置される一対の前記隅点部で、隣り
合う複数の前記孔部の前記対角線で山折線又は谷折線が連続するように、前記板材を面外
方向で山折り及び谷折りに交互に折り曲げることで一体的に形成されて、各々の略矩形状
の前記孔部を取り囲む４箇所の側辺部から４箇の前記脚部が構成されることで、４箇の前
記脚部が前記第１節点部又は前記第２節点部の各々から面外方向に傾斜して延びて設けら
れること
　を特徴とする請求項１記載のトラス状部材。
【請求項３】
　前記第１節点部、前記第２節点部及び前記複数の脚部は、各々の略矩形状の前記孔部を
取り囲む４箇所の側辺部のうち、互いに略平行に配置される一対の前記側辺部で、隣り合
う複数の前記孔部の連続する前記側辺部で山折線又は谷折線が連続するように、前記板材
を面外方向で山折り及び谷折りに交互に折り曲げることで一体的に形成されて、４箇所の
前記側辺部のうち２箇所の前記側辺部から２箇の前記脚部が構成されることで、２箇の前
記脚部が前記第１節点部又は前記第２節点部の各々から面外方向に傾斜して延びて設けら
れること
　を特徴とする請求項１記載のトラス状部材。
【請求項４】
　前記第１節点部及び前記第２節点部の何れか一方又は両方は、鋼板、折板、形鋼、鋼棒
又は鋼管が用いられた鋼部材が、溶接、接着、ネジ止め、ボルト止め、嵌合、緊結、スタ
ッド溶接されたボルトへの締結又は打込み鋲により接合されること
　を特徴とする請求項１～３の何れか１項記載のトラス状部材。
【請求項５】
　前記第１節点部、前記第２節点部及び前記複数の脚部は、複数の切れ目を略千鳥状に形
成させた前記板材が面内方向に引き伸ばされることで、各々の前記切れ目の箇所で略矩形
状の前記孔部が形成されたエキスパンドメタルを、面外方向に折り曲げることで一体的に
形成されること
　を特徴とする請求項１～４の何れか１項記載のトラス状部材。
【請求項６】
　デッキプレートと経時硬化性材料とを組み合わせた合成床スラブ構造であって、
　複数の節点部が面外方向の異なる位置に配置されるトラス状部材と、略平板状に形成さ
れたフラットプレートの片面から面外方向に突出させて補強リブが設けられるデッキプレ
ートと、面内方向で略直線状に延びる縦主筋とを備え、
　前記トラス状部材は、面外方向の一方側に配置されて前記縦主筋が接合される第１節点
部と、面外方向の他方側に配置されて前記補強リブに接合される第２節点部と、前記第１
節点部又は前記第２節点部から面外方向に傾斜して延びる複数の脚部とを有し、前記第１
節点部、前記第２節点部及び前記複数の脚部が、略矩形状の孔部が複数形成された１枚の
板材を面外方向に折り曲げることで一体的に形成されて、前記フラットプレートの片面側
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で硬化させた経時硬化性材料の構造部材又は付着部材となるように、前記第１節点部、前
記第２節点部及び前記複数の脚部が、前記補強リブ及び前記縦主筋とともに、前記経時硬
化性材料に埋め込まれた状態で用いられること
　を特徴とする合成床スラブ構造。
【請求項７】
　前記デッキプレートは、前記フラットプレートの片面で幅方向に並べられた複数の前記
補強リブが設けられるものであり、複数の前記補強リブの各々で面外方向に突出させた突
出面に、面内方向の何れかに向けて開口する溝が形成されたフックを有して、面内方向に
隣り合う前記フックで、面内方向で互いに逆向きとなるように前記フックの溝が形成され
て、前記フックの溝に前記第２節点部が引っ掛けられて嵌合されること
　を特徴とする請求項６記載の合成床スラブ構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の節点部が面外方向の異なる位置に配置されるトラス状部材及び合成床
スラブ構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、コンクリートの内部にトラス状の鉄筋を配設することでコンクリートを補強
することを目的とした特許文献１に開示される構造部材が提案されている。また、スタッ
ドジベルや孔開きジベルを波形鋼板に立設することで波形鋼板とコンクリート床版とを接
合させることを目的とした特許文献２に開示される付着部材が提案されている。
【０００３】
　特許文献１に開示された構造部材は、補強筋を複数並列して基板上に配置させることで
横筋と縦筋とが格子状に形成されて、格子状に形成された横筋と縦筋とを備える上端筋及
び下端筋がコンクリート打設用型枠に配置されるとともに、基板方向及びその反対方向に
凸状の屈曲部を有する複数のラチス材が、ジグザグに縫うように配設されるものである。
【０００４】
　特許文献２に開示された付着部材は、波形鋼板ウェブの上下端に、ウェブ部の略中央が
位置するように溝形鋼を取り付けて、溝形鋼のウェブ部にスタッドジベルを立設させて、
溝形鋼のフランジに開設された貫通孔に鉄筋を挿通することで、溝形鋼、スタッドジベル
、貫通孔及び鉄筋に、コンクリート床版に作用する剪断力や曲げモーメントを伝達させる
ものである。
【０００５】
　特許文献３に開示されたフラットデッキプレートは、フラット部およびこのフラット部
から一連に突設形成した複数条の補強リブからなり、この補強リブの垂直重合部をスポッ
ト溶接してなるフラットデッキプレートにおいて、フラット部および補強リブからなるこ
のデッキプレートを片面に塗装を施しためっき鋼板にて構成すると共に、その塗装面がフ
ラット部の反リブ側である下面とこれに続く補強リブの垂直重合部の内面側となるように
成形されていることを特徴とする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１４－９１９９４号公報
【特許文献２】特開２００４－３６１０１号公報
【特許文献３】特開平９－４１０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１に開示された構造部材は、複数のラチス材をジグザグに縫うように
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配設するとともに、各々のラチス材の屈曲部を互いに接合させることで構成されるため、
ラチス材の屈曲部の接合作業に必要となる製作コストが増大して、また、ラチス材の屈曲
部の接合箇所で均一な品質を維持することが困難なものとなるという問題点があった。
【０００８】
　また、特許文献２に開示された付着部材は、互いに独立した複数のスタッドジベルや孔
開きジベルが、溝形鋼のウェブ部に離散的に立設されるものとなるため、一部のスタッド
ジベルや孔開きジベルに剪断力や曲げモーメントが集中的に伝達されて、コンクリート床
版と波形鋼板ウェブとの確実な付着を実現することが困難なものとなるという問題点があ
った。
【０００９】
　特許文献３に開示されたフラットデッキプレートは、剛性と美観を兼ね備えた建築物の
床板構造を実現しようとするものであるが、５ｍ以上を超える大スパンの床板に適用する
場合に、補強リブの高さをより大きくすることで剛性を向上させることが必要となる。こ
のため、特許文献３に開示されたフラットデッキプレートは、補強リブの折曲分の材料費
が増大するものとなり、また、補強リブの高さが大きくなることで、床版上方に配置され
た補強リブが主として圧縮応力を負担して、曲げ引張応力を負担することができないもの
となり、床板全体の剛性が不十分なものとなるという問題点があった。
【００１０】
　そこで、本発明は、上述した問題点に鑑みて案出されたものであり、その目的とすると
ころは、コンクリート等の経時硬化性材料の補強を容易かつ確実なものとして、また、鋼
板、折板等の鋼部材と経時硬化性材料とを確実に付着させることのできるトラス状部材及
び合成床スラブ構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　第１発明に係るトラス状部材は、複数の節点部が面外方向の異なる位置に配置されるト
ラス状部材であって、面外方向の一方側に配置される第１節点部と、面外方向の他方側に
配置される第２節点部と、前記第１節点部又は前記第２節点部から面外方向に傾斜して延
びる複数の脚部とを備え、前記第１節点部、前記第２節点部及び前記複数の脚部は、略矩
形状の孔部が複数形成された１枚の板材を面外方向に折り曲げることで一体的に形成され
て、硬化させた経時硬化性材料の構造部材又は付着部材となるように、前記第１節点部、
前記第２節点部及び前記複数の脚部の一部又は全部が、前記経時硬化性材料に埋め込まれ
た状態で用いられることを特徴とする。
【００１２】
　第２発明に係るトラス状部材は、第１発明において、前記第１節点部、前記第２節点部
及び前記複数の脚部は、各々の略矩形状の前記孔部を取り囲む４箇所の隅点部のうち、所
定の対角線上に配置される一対の前記隅点部で、隣り合う複数の前記孔部の前記対角線で
山折線又は谷折線が連続するように、前記板材を面外方向で山折り及び谷折りに交互に折
り曲げることで一体的に形成されて、各々の略矩形状の前記孔部を取り囲む４箇所の側辺
部から４箇の前記脚部が構成されることで、４箇の前記脚部が前記第１節点部又は前記第
２節点部の各々から面外方向に傾斜して延びて設けられることを特徴とする。
【００１３】
　第３発明に係るトラス状部材は、第１発明において、前記第１節点部、前記第２節点部
及び前記複数の脚部は、各々の略矩形状の前記孔部を取り囲む４箇所の側辺部のうち、互
いに略平行に配置される一対の前記側辺部で、隣り合う複数の前記孔部の連続する前記側
辺部で山折線又は谷折線が連続するように、前記板材を面外方向で山折り及び谷折りに交
互に折り曲げることで一体的に形成されて、４箇所の前記側辺部のうち２箇所の前記側辺
部から２箇の前記脚部が構成されることで、２箇の前記脚部が前記第１節点部又は前記第
２節点部の各々から面外方向に傾斜して延びて設けられることを特徴とする。
【００１４】
　第４発明に係るトラス状部材は、第１発明～第３発明の何れかにおいて、前記第１節点
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部及び前記第２節点部の何れか一方又は両方は、鋼板、折板、形鋼、鋼棒又は鋼管が用い
られた鋼部材が、溶接、接着、ネジ止め、ボルト止め、嵌合、緊結、スタッド溶接された
ボルトへの締結又は打込み鋲により接合されることを特徴とする。
【００１５】
　第５発明に係るトラス状部材は、第１発明～第４発明の何れかにおいて、前記第１節点
部、前記第２節点部及び前記複数の脚部は、複数の切れ目を略千鳥状に形成させた前記板
材が面内方向に引き伸ばされることで、各々の前記切れ目の箇所で略矩形状の前記孔部が
形成されたエキスパンドメタルを、面外方向に折り曲げることで一体的に形成されること
を特徴とする。
【００１６】
　第６発明に係る合成床スラブ構造は、デッキプレートと経時硬化性材料とを組み合わせ
た合成床スラブ構造であって、複数の節点部が面外方向の異なる位置に配置されるトラス
状部材と、略平板状に形成されたフラットプレートの片面から面外方向に突出させて補強
リブが設けられるデッキプレートと、面内方向で略直線状に延びる縦主筋とを備え、前記
トラス状部材は、面外方向の一方側に配置されて前記縦主筋が接合される第１節点部と、
面外方向の他方側に配置されて前記補強リブに接合される第２節点部と、前記第１節点部
又は前記第２節点部から面外方向に傾斜して延びる複数の脚部とを有し、前記第１節点部
、前記第２節点部及び前記複数の脚部が、略矩形状の孔部が複数形成された１枚の板材を
面外方向に折り曲げることで一体的に形成されて、前記フラットプレートの片面側で硬化
させた経時硬化性材料の構造部材又は付着部材となるように、前記第１節点部、前記第２
節点部及び前記複数の脚部が、前記補強リブ及び前記縦主筋とともに、前記経時硬化性材
料に埋め込まれた状態で用いられることを特徴とする。
【００１７】
　第７発明に係る合成床スラブ構造は、第６発明において、前記デッキプレートは、前記
フラットプレートの片面で幅方向に並べられた複数の前記補強リブが設けられるものであ
り、複数の前記補強リブの各々で面外方向に突出させた突出面に、面内方向の何れかに向
けて開口する溝が形成されたフックを有して、面内方向に隣り合う前記フックで、面内方
向で互いに逆向きとなるように前記フックの溝が形成されて、前記フックの溝に前記第２
節点部が引っ掛けられて嵌合されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　第１発明～第５発明によれば、複数の脚部で負担する一対の引張力が、一体的に形成さ
れた第１節点部及び第２節点部を介して円滑に伝達されるものとなるため、経時硬化性材
料に作用する曲げ力に抵抗する構造部材として、経時硬化性材料の補強を確実なものとす
ることが可能となる。また、第１発明～第５発明によれば、製作コストを低減させるとと
もに均一な品質を維持しながら、硬化させたコンクリート等の経時硬化性材料にトラス状
部材を埋め込むのみで、経時硬化性材料に構造部材を設けることができるものとなり、経
時硬化性材料を容易に補強することが可能となる。さらに、第１発明～第５発明によれば
、トラス状部材の全体で、引抜力やせん断力に強固に抵抗することができるものとなるた
め、鋼部材と経時硬化性材料との確実な付着を実現させることが可能となる。
【００１９】
　第６発明、第７発明によれば、一般的に建築物等において使用される、コンクリート等
の経時硬化性材料の捨て型枠としてのデッキプレートが使用されるため、特別なデッキプ
レート製造設備を必要としないものとなり、設備投資費用を低減させることが可能となる
。
【００２０】
　第６発明、第７発明によれば、トラス状部材、補強リブ及び縦主筋等が、フラットプレ
ートの片面側で硬化させたコンクリート等の経時硬化性材料に埋め込まれることで、使用
時上載荷重、又は、床スパンを大きくすることのできる組立配筋を提供することが可能と
なる。
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【００２１】
　第６発明、第７発明によれば、トラス状部材、補強リブ及び縦主筋等として、主に鋼材
等が用いられるものであるが、経時硬化性材料に補強リブ等が埋め込まれることで、火災
発生時等の床版の耐火性能を向上させることが可能となる。
【００２２】
　第６発明、第７発明によれば、床スパンが大きくなった場合であっても、補強リブの高
さを大きくすることを必要としないものとなり、補強リブの材料費の増大を抑制するとと
もに、補強リブに十分に曲げ引張応力を負担させて、トラス状部材による補強で十分な全
体の剛性を確保することが可能となる。
【００２３】
　第６発明、第７発明によれば、トラス状部材とデッキプレートとを一体化させるだけで
なく、複数の縦主筋でトラス状部材を補強することにより、フラットプレートの片面側に
現場打設コンクリートを打設するときに、経時硬化性材料が硬化する前の状態の現場打設
コンクリートの自重を十分に支持することが可能となる。
【００２４】
　第７発明によれば、トラス状部材の全体を変形させることで、順方向フックの溝及び逆
方向フックの溝の各々に、複数の第２節点部の各々を順次引っ掛けることができるため、
トラス状部材とデッキプレートとを一体化させる作業を簡略に実施することが可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明を適用したトラス状部材の経時硬化性材料に埋め込まれた状態を示す斜視
図である。
【図２】本発明を適用したトラス状部材に鋼板や鋼棒が取り付けられた状態を示す斜視図
である。
【図３】本発明を適用したトラス状部材の第１実施形態を示す斜視図である。
【図４】（ａ）は、本発明を適用したトラス状部材の第１実施形態を示す平面図であり、
（ｂ）は、その正面図であり、（ｃ）は、その側面図である。
【図５】（ａ）は、本発明を適用したトラス状部材の第１実施形態における引き伸ばされ
る前の板材を示す平面図であり、（ｂ）は、引き伸ばした後の板材を示す平面図である。
【図６】本発明を適用したトラス状部材の第１実施形態における面外方向に折り曲げる前
の板材を示す平面図である。
【図７】本発明を適用したトラス状部材の第１実施形態における板材の孔部を示す平面図
である。
【図８】本発明を適用したトラス状部材の第２実施形態を示す斜視図である。
【図９】（ａ）は、本発明を適用したトラス状部材の第２実施形態を示す平面図であり、
（ｂ）は、その正面図であり、（ｃ）は、その側面図である。
【図１０】（ａ）は、本発明を適用したトラス状部材の第２実施形態における引き伸ばさ
れる前の板材を示す平面図であり、（ｂ）は、引き伸ばした後の板材を示す平面図である
。
【図１１】本発明を適用したトラス状部材の第２実施形態における面外方向に折り曲げる
前の板材を示す平面図である。
【図１２】本発明を適用したトラス状部材の第１実施形態における板材の孔部を示す平面
図である。
【図１３】本発明を適用したトラス状部材が経時硬化性材料に構造部材として埋め込まれ
た状態を示す断面図である。
【図１４】本発明を適用したトラス状部材が鋼板又は折板に接合された状態を示す断面図
である。
【図１５】本発明を適用したトラス状部材がＨ形鋼又はＣ形鋼に接合された状態を示す断
面図である。
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【図１６】本発明を適用したトラス状部材が鋼管の外周面又は内周面に接合された状態を
示す断面図である。
【図１７】本発明を適用したトラス状部材がプレキャストコンクリートと現場打設コンク
リートとに架設される状態を示す断面図である。
【図１８】本発明を適用したトラス状部材が地盤と現場打設コンクリートとに架設される
状態を示す断面図である。
【図１９】本発明を適用したトラス状部材に鋼棒又は鋼管が接合された状態を示す断面図
である。
【図２０】本発明を適用したトラス状部材が溶接又は接着により接合された状態を示す拡
大正面図である。
【図２１】本発明を適用したトラス状部材がネジ止め又はボルト止めにより接合された状
態を示す拡大正面図である。
【図２２】本発明を適用したトラス状部材が嵌合又は緊結により接合された状態を示す拡
大正面図である。
【図２３】本発明を適用したトラス状部材がスタッド溶接されたボルトへの締結又は打込
み鋲により接合された状態を示す拡大正面図である。
【図２４】本発明を適用したトラス状部材が鋼部材から離間して配置される第１節点部又
は第２節点部で接合された状態を示す拡大正面図である。
【図２５】（ａ）は、本発明を適用したトラス状部材が曲げ力、引抜力及びせん断力に一
体的に抵抗する状態を示す正面図であり、（ｂ）は、その平面図である。
【図２６】本発明を適用した合成床スラブ構造を示す斜視図である。
【図２７】本発明を適用した合成床スラブ構造を示す床スパン直交方向の断面図である。
【図２８】本発明を適用した合成床スラブ構造を示す床スパン方向の断面図である。
【図２９】（ａ）は、本発明を適用した合成床スラブ構造でトラス状部材の脚部を傾斜さ
せた状態を示す拡大断面図であり、（ｂ）は、第２節点部の全部を嵌合させた状態を示す
拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明を適用したトラス状部材１を実施するための形態について、図面を参照し
ながら詳細に説明する。
【００２７】
　本発明を適用したトラス状部材１は、図１に示すように、コンクリート等の経時硬化性
材料５の内部に、構造部材又は付着部材として埋め込んで用いられるものであり、コンク
リート等の内部にトラス状部材１が配設されたコンクリート構造体８を提供するものであ
る。
【００２８】
　本発明を適用したトラス状部材１は、コンクリート等の経時硬化性材料５の内部で面内
方向Ｘに延びて設けられるものであり、面内方向Ｘの幅方向Ｘ１で所定の幅寸法を有する
とともに、面内方向Ｘの奥行方向Ｘ２で所定の奥行寸法を有して、また、構造部材又は付
着部材としての用途に応じて、面外方向Ｙで所定の高さ寸法を有する。
【００２９】
　本発明を適用したトラス状部材１は、複数の節点部２と複数の脚部３とを組み合わせる
ことで、複数の略三角形状の基本要素Ｅが形成されて、複数の略三角形状の基本要素Ｅを
連続させた集合体を構成することで、複数の節点部２が面外方向Ｙの異なる位置に配置さ
れて、複数の節点部２を複数の脚部３で連結させた略トラス状の構造形式を有するものと
なる。
【００３０】
　本発明を適用したトラス状部材１は、面外方向Ｙの一方側Ａに配置される複数の第１節
点部２１と、面外方向Ｙの他方側Ｂに配置される複数の第２節点部２２と、第１節点部２
１又は第２節点部２２から面外方向Ｙに傾斜して延びる複数の脚部３とを備えるものであ



(8) JP 2016-65442 A 2016.4.28

10

20

30

40

50

り、図２に示すように、必要に応じて、鋼板７０や鋼棒７３が取り付けられる。
【００３１】
　本発明を適用したトラス状部材１は、例えば、面内方向Ｘが略水平となるように用いら
れる場合に、面外方向Ｙで一方側Ａの第１節点部２１が上側部に配置されて、面外方向Ｙ
で他方側Ｂの第２節点部２２が下側部に配置される。また、本発明を適用したトラス状部
材１は、例えば、面内方向Ｘが略鉛直となるように用いられる場合に、面外方向Ｙで一方
側Ａの第１節点部２１が左側部に配置されて、面外方向Ｙで他方側Ｂの第２節点部２２が
右側部に配置される。
【００３２】
　本発明を適用したトラス状部材１は、第１実施形態において、図３に示すように、第１
節点部２１及び第２節点部２２の何れか一方から他方に向けて、４箇の脚部３が第１節点
部２１又は第２節点部２２の各々から面外方向Ｙに傾斜して延びて設けられる。
【００３３】
　各々の第１節点部２１は、図４（ａ）に示すように、面内方向Ｘで４箇の第２節点部２
２に四方が取り囲まれて、四方を取り囲んだ４箇の第２節点部２２の各々に向けて、各々
の第１節点部２１から連続するように、４箇の脚部３の各々が放射状に延びて設けられる
。
【００３４】
　各々の第１節点部２１は、図４（ｂ）、図４（ｃ）に示すように、略平坦状の上端面２
１ａを有するものとなるように形成される。各々の第１節点部２１は、これに限らず、湾
曲した上端面２１ａを有するものとなるように形成されてもよい。
【００３５】
　各々の第２節点部２２は、図４（ａ）に示すように、面内方向Ｘで４箇の第１節点部２
１に四方が取り囲まれて、四方を取り囲んだ４箇の第１節点部２１の各々に向けて、各々
の第２節点部２２から連続するように、４箇の脚部３の各々が放射状に延びて設けられる
。
【００３６】
　各々の第２節点部２２は、図４（ｂ）、図４（ｃ）に示すように、略平坦状の下端面２
２ａを有するものとなるように形成される。各々の第２節点部２２は、これに限らず、湾
曲した下端面２２ａを有するものとなるように形成されてもよい。
【００３７】
　各々の脚部３は、第１節点部２１及び第２節点部２２から、面外方向Ｙに対して所定の
角度θを有するように傾斜して設けられる。各々の脚部３は、略直線状に延びて設けられ
るものであるが、これに限らず、部分的に屈曲させた箇所や、湾曲させた箇所が形成され
てもよい。角度θは、例えば、１５°～７５°程度の範囲で、特に、４５°程度となるよ
うに設定される。
【００３８】
　本発明を適用したトラス状部材１は、図５～図７に示すように、鉄鋼、アルミニウム、
炭素繊維又は合成樹脂等を材質とする１枚の板材６に、所定の加工を実施することで製造
される。本発明を適用したトラス状部材１は、主に、板厚を１ｍｍ～１０ｍｍ程度として
、鉄鋼を材質とするエキスパンドメタル６０が板材６として用いられる。
【００３９】
　エキスパンドメタル６０は、最初に、図５（ａ）に示すように、略平板状に形成された
板材６に複数の切れ目６０ａを略千鳥状に形成させて、次に、図５（ｂ）に示すように、
略千鳥状に複数の切れ目６０ａを形成した板材６が面内方向Ｘに引き伸ばされることで製
造される。
【００４０】
　エキスパンドメタル６０は、図５（ａ）に示すように、各々の切れ目６０ａが板材６を
貫通して面内方向Ｘで所定の長さを有するように略直線状に形成されて、略直線状の切れ
目６０ａが面内方向Ｘに引き伸ばされることで、図５（ｂ）に示すように、各々の切れ目
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６０ａの箇所で略矩形状の孔部４が形成される。
【００４１】
　板材６は、図６に示すように、略矩形状の孔部４が複数形成されるものであり、奥行方
向Ｘ２の位置を異ならせた複数の孔部４が、幅方向Ｘ１で交互に隣り合うように配置され
ることで、複数の孔部４が面内方向Ｘで略千鳥状に配置される。板材６は、エキスパンド
メタル６０が用いられる場合に、各々の切れ目６０ａの箇所で略矩形状の孔部４が形成さ
れて、複数の孔部４が面内方向Ｘで略千鳥状に配置されるものとなる。
【００４２】
　各々の孔部４は、図７に示すように、４箇所の隅点部４０と、４箇所の側辺部４１とを
有して、幅方向Ｘ１及び奥行方向Ｘ２に傾斜した各々の側辺部４１で、幅方向Ｘ１及び奥
行方向Ｘ２に隣り合う隅点部４０が連結されることで、略矩形状に形成されるものとなる
。各々の孔部４は、幅方向Ｘ１に延びて一対の隅点部４０を結ぶ対角線Ｄ１と、奥行方向
Ｘ２に延びて一対の隅点部４０を結ぶ対角線Ｄ２とを有する。
【００４３】
　本発明を適用したトラス状部材１は、第１実施形態において、奥行方向Ｘ２に延びる対
角線Ｄ２、又は、幅方向Ｘ１に延びる対角線Ｄ１に沿って、エキスパンドメタル６０等の
板材６を折り曲げることで略トラス状に形成される。本発明を適用したトラス状部材１は
、奥行方向Ｘ２に延びる対角線Ｄ２に沿って、板材６を山折り又は谷折りに折り曲げるこ
とで、図６に示すように、山折線Ｍで山折りに、また、谷折線Ｖで谷折りに、面外方向Ｙ
で山折り及び谷折りに交互に折り曲がって一体的に形成される。本発明を適用したトラス
状部材１は、対角線Ｄ２に沿って板材６を折り曲げる場合は、奥行方向Ｘ２に隣り合う複
数の孔部４の対角線Ｄ２で、山折線Ｍ又は谷折線Ｖが連続するように折り曲げられて、ま
た、対角線Ｄ１に沿って板材６を折り曲げる場合は、幅方向Ｘ１に隣り合う複数の孔部４
の対角線Ｄ１で、山折線Ｍ又は谷折線Ｖが連続するように折り曲げられる。
【００４４】
　このとき、第１節点部２１、第２節点部２２及び複数の脚部３は、図４に示すように、
各々の略矩形状の孔部４を取り囲む４箇所の隅点部４０のうち、所定の対角線上に配置さ
れる一対の隅点部４０で、板材６を面外方向Ｙに折り曲げることで一体的に形成されて、
各々の略矩形状の孔部４を取り囲む４箇所の側辺部４１から４箇の脚部３が構成されるこ
とで、４箇の脚部３が第１節点部２１又は第２節点部２２の各々から面外方向Ｙに傾斜し
て延びて設けられるものとなる。
【００４５】
　次に、本発明を適用したトラス状部材１の第２実施形態について説明する。なお、上述
した構成要素と同一の構成要素については、同一の符号を付すことにより以下での説明を
省略する。
【００４６】
　本発明を適用したトラス状部材１は、第２実施形態において、図８に示すように、第１
節点部２１及び第２節点部２２の何れか一方から他方に向けて、２箇の脚部３が第１節点
部２１又は第２節点部２２の各々から面外方向Ｙに傾斜して延びて設けられる。
【００４７】
　各々の第１節点部２１は、図９（ａ）に示すように、２箇の第２節点部２２が幅方向Ｘ
１の両側方に配置されて、両側方に配置された２箇の第２節点部２２の各々に向けて、各
々の第１節点部２１から連続するように、２箇の脚部３の各々が互いに反対方向に延びて
設けられる。
【００４８】
　各々の第１節点部２１は、図９（ｂ）、図９（ｃ）に示すように、略平坦状の上端面２
１ａを有するものとなるように形成される。各々の第１節点部２１は、これに限らず、湾
曲した上端面２１ａを有するものとなるように形成されてもよい。
【００４９】
　各々の第２節点部２２は、図９（ａ）に示すように、２箇の第１節点部２１が幅方向Ｘ
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１の両側方に配置されて、両側方に配置された２箇の第１節点部２１の各々に向けて、各
々の第２節点部２２から連続するように、２箇の脚部３の各々が互いに反対方向に延びて
設けられる。
【００５０】
　各々の第２節点部２２は、図９（ｂ）、図９（ｃ）に示すように、略平坦状の下端面２
２ａを有するものとなるように形成される。各々の第２節点部２２は、これに限らず、湾
曲した下端面２２ａを有するものとなるように形成されてもよい。
【００５１】
　各々の脚部３は、第１節点部２１及び第２節点部２２から、面外方向Ｙに対して所定の
角度θを有するように傾斜して設けられる。各々の脚部３は、略直線状に延びて設けられ
るものであるが、これに限らず、部分的に屈曲させた箇所や、湾曲させた箇所が形成され
てもよい。角度θは、例えば、１５°～７５°程度の範囲で、特に、４５°程度となるよ
うに設定される。
【００５２】
　本発明を適用したトラス状部材１は、第２実施形態においても、図１０～図１２に示す
ように、鉄鋼、アルミニウム、炭素繊維又は合成樹脂等を材質とする１枚の板材６に、所
定の加工を実施することで製造されて、主に、鉄鋼を材質とするエキスパンドメタル６０
が板材６として用いられる。
【００５３】
　エキスパンドメタル６０は、最初に、図１０（ａ）に示すように、略平板状に形成され
た板材６に複数の切れ目６０ａを略千鳥状に形成させて、次に、図１０（ｂ）に示すよう
に、略千鳥状に複数の切れ目６０ａを形成した板材６が面内方向Ｘに引き伸ばされること
で製造される。
【００５４】
　エキスパンドメタル６０は、図１０（ａ）に示すように、各々の切れ目６０ａが板材６
を貫通して面内方向Ｘで所定の長さを有するように略直線状に形成されて、略直線状の切
れ目６０ａが面内方向Ｘに引き伸ばされることで、図１０（ｂ）に示すように、各々の切
れ目６０ａの箇所で略矩形状の孔部４が形成される。
【００５５】
　板材６は、図１１に示すように、略矩形状の孔部４が複数形成されるものであり、奥行
方向Ｘ２の位置を略同一とした複数の孔部４が、幅方向Ｘ１に隣り合うように配置される
ことで、複数の孔部４が面内方向Ｘで略格子状に配置される。板材６は、エキスパンドメ
タル６０が用いられる場合に、各々の切れ目６０ａの箇所で略矩形状の孔部４が形成され
て、複数の孔部４が面内方向Ｘで略格子状に配置されるものとなる。
【００５６】
　各々の孔部４は、図１２に示すように、４箇所の隅点部４０と、４箇所の側辺部４１と
を有して、互いに略平行に配置される一対の側辺部４１で、奥行方向Ｘ２に隣り合う隅点
部４０が連結されるとともに、幅方向Ｘ１に隣り合う隅点部４０が連結されることで、略
矩形状に形成されるものとなる。各々の孔部４は、奥行方向Ｘ２に隣り合う隅点部４０を
連結して奥行方向Ｘ２に延びる一対の側辺部４１と、幅方向Ｘ１に隣り合う隅点部４０を
連結して幅方向Ｘ１に延びる一対の側辺部４１とを有する。
【００５７】
　本発明を適用したトラス状部材１は、第２実施形態において、奥行方向Ｘ２に延びる側
辺部４１、又は、幅方向Ｘ１に延びる側辺部４１に沿って、エキスパンドメタル６０等の
板材６を折り曲げることで略トラス状に形成される。本発明を適用したトラス状部材１は
、奥行方向Ｘ２に延びる側辺部４１に沿って、板材６を山折り又は谷折りに折り曲げるこ
とで、図１１に示すように、山折線Ｍで山折りに、また、谷折線Ｖで谷折りに、面外方向
Ｙで山折り及び谷折りに交互に折り曲がって一体的に形成される。本発明を適用したトラ
ス状部材１は、奥行方向Ｘ２に延びる側辺部４１に沿って板材６を折り曲げる場合は、奥
行方向Ｘ２に隣り合う複数の孔部４の奥行方向Ｘ２に延びて連続する側辺部４１で、山折
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線Ｍ又は谷折線Ｖが連続するように折り曲げられて、また、幅方向Ｘ１に延びる側辺部４
１に沿って板材６を折り曲げる場合は、幅方向Ｘ１に隣り合う複数の孔部４の幅方向Ｘ１
に延びて連続する側辺部４１で、山折線Ｍ又は谷折線Ｖが連続するように折り曲げられる
。
【００５８】
　本発明を適用したトラス状部材１は、図９に示すように、奥行方向Ｘ２に延びる２箇所
の側辺部４１が、面外方向Ｙに傾斜させることなく、各々の第１節点部２１から奥行方向
Ｘ２に隣り合う第１節点部２１まで、又は、各々の第２節点部２２から奥行方向Ｘ２に隣
り合う第２節点部２２まで、略稜線状に延びて設けられる。また、本発明を適用したトラ
ス状部材１は、幅方向Ｘ１に延びる２箇所の側辺部４１が、各々の第１節点部２１から幅
方向Ｘ１に隣り合う第２節点部２２まで、又は、各々の第２節点部２２から幅方向Ｘ１に
隣り合う第１節点部２１まで、面外方向Ｙに傾斜して延びて設けられる。
【００５９】
　このとき、第１節点部２１、第２節点部２２及び複数の脚部３は、各々の略矩形状の孔
部４を取り囲む４箇所の側辺部４１のうち、互いに略平行に配置される一対の側辺部４１
の一方又は両方で、板材６を面外方向Ｙに折り曲げることで一体的に形成されて、４箇所
の側辺部４１のうち２箇所の側辺部４１から２箇の脚部３が構成されることで、２箇の脚
部３が第１節点部２１又は第２節点部２２の各々から面外方向Ｙに傾斜して延びて設けら
れるものとなる。
【００６０】
　本発明を適用したトラス状部材１は、図１３～図１９に示すように、第１実施形態及び
第２実施形態の何れにおいても、硬化させた経時硬化性材料５の構造部材又は付着部材と
なるように、第１節点部２１、第２節点部２２及び複数の脚部３の一部又は全部が、コン
クリート又はモルタル等の経時硬化性材料５に埋め込まれた状態で用いられる。
【００６１】
　本発明を適用したトラス状部材１は、第１節点部２１、第２節点部２２及び複数の脚部
３の全部が、コンクリート等の経時硬化性材料５に埋め込まれる場合に、図１３（ａ）に
示すように、硬化させた経時硬化性材料５の面外方向Ｙの上側部から下側部まで設けられ
てもよく、図１３（ｂ）に示すように、硬化させた経時硬化性材料５の面外方向Ｙの下側
部又は上側部の何れか一方又は両方のみに設けられてもよい。このとき、本発明を適用し
たトラス状部材１は、面外方向Ｙで１０．０ｃｍ～２０．０ｃｍ程度の高さ寸法ｈを有し
て、硬化させた経時硬化性材料５の内部で、コンクリート等の経時硬化性材料５を補強す
る構造部材として設けられる。
【００６２】
　本発明を適用したトラス状部材１は、図１４～図１６に示すように、第１節点部２１及
び第２節点部２２の何れか一方又は両方に、鋼板７０、折板７１、形鋼７２、鋼棒７３又
は鋼管７４が用いられた鋼部材７が、溶接、接着、ネジ止め、ボルト止め、嵌合、緊結、
スタッド溶接されたボルトへの締結又は打込み鋲により接合されてもよい。このとき、本
発明を適用したトラス状部材１は、面外方向Ｙで３．０ｃｍ～８．０ｃｍ程度の高さ寸法
ｈを有して、主に、硬化させた経時硬化性材料５の内部で、コンクリート等の経時硬化性
材料５と鋼部材７とを付着させる付着部材として設けられるものとなる。
【００６３】
　本発明を適用したトラス状部材１は、図１４（ａ）に示すように、面内方向Ｘで略平板
状に形成された鋼板７０の上面７ａ又は下面７ｂに、複数の第１節点部２１又は第２節点
部２２を当接させて、鋼板７０に当接させた複数の第１節点部２１又は第２節点部２２の
うち、一部又は全部を溶接等で接合させる。また、本発明を適用したトラス状部材１は、
図１４（ｂ）に示すように、面外方向Ｙで凹凸状に形成されたデッキプレート、コルゲー
ト等の折板７１の上面７ａ又は下面７ｂに、複数の第１節点部２１又は第２節点部２２を
当接させて、折板７１に当接させた複数の第１節点部２１又は第２節点部２２のうち、一
部又は全部を溶接等で接合させてもよい。本発明を適用したトラス状部材１は、第１節点
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部２１又は第２節点部２２を当接させた鋼板７０又は折板７１の上面７ａ又は下面７ｂに
連続して、コンクリート等の経時硬化性材料５が設けられる。
【００６４】
　本発明を適用したトラス状部材１は、図１５に示すように、Ｈ形鋼、Ｃ形鋼又は鋼矢板
等の形鋼７２に、複数の第１節点部２１又は第２節点部２２を当接させて、形鋼７２に当
接させた複数の第１節点部２１又は第２節点部２２のうち、一部又は全部を溶接等で接合
させてもよい。本発明を適用したトラス状部材１は、図１５（ａ）に示すように、断面略
Ｈ形状に形成されたＨ形鋼のフランジ部７ｃ及びウェブ部７ｄの何れか一方又は両方に、
第１節点部２１又は第２節点部２２を接合させて、Ｈ形鋼全体を取り囲むようにコンクリ
ート等の経時硬化性材料５が設けられる。また、本発明を適用したトラス状部材１は、図
１５（ｂ）に示すように、断面略Ｃ形状に形成されたＣ形鋼のウェブ部７ｄに、第１節点
部２１又は第２節点部２２を接合させて、Ｃ形鋼のフランジ部７ｃ及びウェブ部７ｄによ
り形成された溝部７ｅで、トラス状部材１を取り囲むようにコンクリート等の経時硬化性
材料５が設けられる。
【００６５】
　本発明を適用したトラス状部材１は、図１６に示すように、断面略円形状に形成された
鋼管７４の外周面７ｆ又は内周面７ｇに沿って、トラス状部材１を周方向Ｗに湾曲させる
とともに、鋼管７４の外周面７ｆ又は内周面７ｇに複数の第１節点部２１又は第２節点部
２２を当接させて、鋼管７４に当接させた複数の第１節点部２１又は第２節点部２２のう
ち、一部又は全部を溶接等で接合させる。本発明を適用したトラス状部材１は、鋼管７４
の外周面７ｆに、第１節点部２１又は第２節点部２２を当接させた場合に、図１６（ａ）
に示すように、鋼管７４の外周面７ｆを取り囲むようにコンクリート等の経時硬化性材料
５が設けられて、また、鋼管７４の内周面７ｇに、第１節点部２１又は第２節点部２２を
当接させた場合に、図１６（ｂ）に示すように、コンクリート等の経時硬化性材料５が鋼
管７４の管内部７ｈに充填されて設けられる。
【００６６】
　本発明を適用したトラス状部材１は、第１節点部２１、第２節点部２２及び複数の脚部
３の一部が、コンクリート等の経時硬化性材料５に埋め込まれる場合に、図１７（ａ）に
示すように、プレキャストコンクリート５０の経時硬化性材料５の上面５ａ又は下面５ｂ
から、面外方向Ｙに突出させて設けられてもよい。ここで、本発明を適用したトラス状部
材１は、図１７（ｂ）に示すように、プレキャストコンクリート５０の上面５ａ又は下面
５ｂから突出させた部分が、プレキャストコンクリート５０に連続して設けられる現場打
設コンクリート５１の経時硬化性材料５に埋め込まれてもよい。このとき、本発明を適用
したトラス状部材１は、複数の脚部３でプレキャストコンクリート５０と現場打設コンク
リート５１とに架設されるものとなり、プレキャストコンクリート５０及び現場打設コン
クリート５１を補強する構造部材となるのみならず、プレキャストコンクリート５０と現
場打設コンクリート５１との一体性を向上させる付着部材となるように設けられるものと
なる。
【００６７】
　本発明を適用したトラス状部材１は、図１８に示すように、地盤面８０上方にコンクリ
ート構造体８が設けられる場合に、図１８（ａ）に示すように、第１節点部２１、第２節
点部２２及び複数の脚部３の一部を地盤面８０から突出させた状態で地盤内に埋め込まれ
て、図１８（ｂ）に示すように、地盤面８０から突出させた部分が、地盤面８０に連続し
て設けられる現場打設コンクリート５１に埋め込まれるものとされてもよい。このとき、
本発明を適用したトラス状部材１は、複数の脚部３で地盤と現場打設コンクリート５１と
に架設されるものとなり、現場打設コンクリート５１を補強する構造部材となるのみなら
ず、地盤とコンクリート構造体８との一体性を向上させる付着部材となるように設けられ
るものとなる。
【００６８】
　本発明を適用したトラス状部材１は、図１９に示すように、異形鉄筋等の鋼棒７３又は
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小径の鋼管７４が、複数の第１節点部２１又は第２節点部２２に溶接等で接合されて架設
された状態で、面内方向Ｘ及び面外方向Ｙの何れか一方又は両方に延びて設けられてもよ
い。このとき、本発明を適用したトラス状部材１は、鋼棒７３又は鋼管７４が、第１節点
部２１、第２節点部２２及び複数の脚部３とともに、コンクリート等の経時硬化性材料５
に埋め込まれて、経時硬化性材料５を補強する構造部材となるのみならず、トラス状部材
１と経時硬化性材料５との一体性を向上させる付着部材となるように設けられるものとな
る。
【００６９】
　本発明を適用したトラス状部材１は、図２０～図２４に示すように、第１節点部２１及
び第２節点部２２の何れか一方又は両方に、溶接、接着、ネジ止め、ボルト止め、嵌合、
緊結、スタッド溶接されたボルト２７への締結又は打込み鋲２８により鋼部材７が接合さ
れる。このとき、本発明を適用したトラス状部材１は、図２０に示すように、第１節点部
２１の上端面２１ａ又は第２節点部２２の下端面２２ａを鋼部材７に当接させた状態で隅
肉溶接等により溶接箇所Ｊ１が設けられて、又は、接着剤等を用いることにより接着箇所
Ｊ２が設けられて、第１節点部２１又は第２節点部２２と鋼部材７とが接合される。
【００７０】
　本発明を適用したトラス状部材１は、図２１に示すように、第１節点部２１又は第２節
点部２２と鋼部材７とに貫通させてネジ２３又はボルトナット２４が設けられることで、
第１節点部２１の上端面２１ａ又は第２節点部２２の下端面２２ａを鋼部材７に当接させ
た状態で、ネジ止め、ボルト止めにより鋼部材７が接合されてもよい。また、本発明を適
用したトラス状部材１は、図２２に示すように、第１節点部２１の上端面２１ａ又は第２
節点部２２の下端面２２ａを鋼部材７に当接させた状態で、第１節点部２１又は第２節点
部２２をフック２５に引っ掛けて嵌合させて、又は、第１節点部２１又は第２節点部２２
を鋼線等の線材２６で縛って緊結させることにより、鋼部材７が接合されてもよい。
【００７１】
　本発明を適用したトラス状部材１は、図２３に示すように、鋼部材７へのスタッド溶接
等により立設させたボルト２７を第１節点部２１又は第２節点部２２に貫通させてナット
が締結されて、又は、第１節点部２１又は第２節点部２２と鋼部材７とに貫通させて打込
み鋲２８が設けられることで、スタッド溶接されたボルト２７への締結又は打込み鋲２８
により鋼部材７が接合されてもよい。また、本発明を適用したトラス状部材１は、図２４
に示すように、鋼部材７から離間して配置される第１節点部２１又は第２節点部２２に、
棒状の位置保持部材２９のネジ切り部分やスタッド溶接されたボルト２７を貫通させてナ
ットが締結されることで、鋼部材７が接合されてもよい。
【００７２】
　本発明を適用したトラス状部材１は、図２５（ａ）に示すように、第１節点部２１、第
２節点部２２及び複数の脚部３が、硬化させたコンクリート等の経時硬化性材料５に埋め
込まれた状態で、硬化させた経時硬化性材料５に、曲げ力Ｆ、引抜力Ｐ及びせん断力Ｓ等
が作用する。
【００７３】
　本発明を適用したトラス状部材１は、硬化させた経時硬化性材料５の面外方向Ｙに曲げ
力Ｆが作用したときに、第１節点部２１又は第２節点部２２から互いに反対方向に延びる
複数の脚部３の各々が、経時硬化性材料５の内部で互いに反対方向に作用する引張力Ｔを
負担する。本発明を適用したトラス状部材１は、図２５（ｂ）に示すように、各々の脚部
３に作用する引張力Ｔを、第１節点部２１又は第２節点部２２を介して反対方向で一対に
作用させることができるように、反対方向に延びる複数の脚部３の各々が、第１節点部２
１及び第２節点部２２を介して一体的に形成される。
【００７４】
　このとき、本発明を適用したトラス状部材１は、図２５に示すように、複数の脚部３の
各々が、第１節点部２１及び第２節点部２２を介して一体的に形成されて、第１節点部２
１又は第２節点部２２から反対方向で一対となるように、各々の脚部３に引張力Ｔを作用
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させることで、複数の脚部３で一対の引張力Ｔを負担するものとなり、経時硬化性材料５
に作用する曲げ力Ｆに強固に抵抗する構造部材となる。
【００７５】
　これにより、本発明を適用したトラス状部材１は、複数の脚部３で負担する一対の引張
力Ｔが、一体的に形成された第１節点部２１及び第２節点部２２を介して円滑に伝達され
るものとなるため、経時硬化性材料５に作用する曲げ力Ｆに抵抗する構造部材として、経
時硬化性材料５の補強を確実なものとすることが可能となる。
【００７６】
　また、本発明を適用したトラス状部材１は、第１節点部２１、第２節点部２２及び複数
の脚部３が一体的に形成されるため、第１節点部２１又は第２節点部２２において、複数
の脚部３を互いに接合させることを必要としないものとなる。このとき、本発明を適用し
たトラス状部材１は、複数の脚部３の接合作業を必要としないものとすることで製作コス
トを低減させるとともに、複数の脚部３の接合作業による接合箇所の品質のばらつきをな
くすことで、第１節点部２１又は第２節点部２２で均一な品質を維持することができるも
のとなる。
【００７７】
　これにより、本発明を適用したトラス状部材１は、製作コストを低減させるとともに均
一な品質を維持しながら、硬化させたコンクリート等の経時硬化性材料５にトラス状部材
１を埋め込むのみで、経時硬化性材料５に構造部材を設けることができるものとなり、経
時硬化性材料５を容易に補強することが可能となる。
【００７８】
　本発明を適用したトラス状部材１は、図２５（ａ）に示すように、面外方向Ｙで硬化さ
せた経時硬化性材料５から鋼部材７を離間させる方向に引抜力Ｐが作用した場合や、面内
方向Ｘで硬化させた経時硬化性材料５と鋼部材７とが互いにずれる方向にせん断力Ｓが作
用した場合に、経時硬化性材料５と鋼部材７との付着状態を維持するための付着部材とし
て設けられる。
【００７９】
　従来の付着部材においては、複数のスタッドジベルや孔開きジベル等が離散的に設けら
れるため、一部のスタッドジベルや孔開きジベルに引抜力Ｐ又はせん断力Ｓが集中的に伝
達されるものとなり、引抜力Ｐやせん断力Ｓに対して複数のスタッドジベルや孔開きジベ
ルで一体的に抵抗することができないものとなっていた。これに対して、本発明を適用し
たトラス状部材１は、複数の第１節点部２１、第２節点部２２及び複数の脚部３が一体的
に形成されるため、引抜力Ｐやせん断力Ｓが複数の第１節点部２１、第２節点部２２及び
複数の脚部３に相互に分散されて、引抜力Ｐやせん断力Ｓを一部分に集中的に負担させな
いものとなることから、複数の第１節点部２１、第２節点部２２及び複数の脚部３で引抜
力Ｐやせん断力Ｓに対して一体的に抵抗することができるものとなる。
【００８０】
　これにより、本発明を適用したトラス状部材１は、複数の第１節点部２１、第２節点部
２２及び複数の脚部３で引抜力Ｐやせん断力Ｓに対して一体的に抵抗するものとすること
で、トラス状部材１の全体で、引抜力Ｐやせん断力Ｓに強固に抵抗することができるもの
となることから、鋼部材７と経時硬化性材料５との確実な付着を実現させることが可能と
なる。
【００８１】
　本発明を適用した合成床スラブ構造１０は、図２６に示すように、建築物、建造物又は
土木構造物等の床版として、デッキプレート１１と経時硬化性材料５とを組み合わせて用
いられる。
【００８２】
　本発明を適用した合成床スラブ構造１０は、例えば、面内方向Ｘの奥行方向Ｘ２を床ス
パン方向、面内方向Ｘの幅方向Ｘ１を床スパン直交方向として、主に、床スパン方向が５
ｍ以上となる大スパンの床版として用いられるものとなる。
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【００８３】
　本発明を適用した合成床スラブ構造１０は、第１実施形態又は第２実施形態のトラス状
部材１と、硬化させた経時硬化性材料５の上方又は下方に設けられるデッキプレート１１
と、面内方向Ｘの奥行方向Ｘ２で略直線状に延びる複数の縦主筋１５とを備える。
【００８４】
　デッキプレート１１は、例えば、経時硬化性材料５の下方に連続して設けられるもので
あり、面内方向Ｘに延びて略平板状に形成された鋼板７０等のフラットプレート１２と、
フラットプレート１２の片面１２ａから面外方向Ｙに突出させて設けられる補強リブ１３
とを有する。
【００８５】
　デッキプレート１１は、面内方向Ｘの幅方向Ｘ１に並べられた複数の補強リブ１３の各
々で、面外方向Ｙに突出させた突出面１３ａに、面内方向Ｘの何れかに向けて開口する溝
２５ａが形成された複数のフック２５を有する。デッキプレート１１は、例えば、各々の
補強リブ１３の突出面１３ａにおいて、面内方向Ｘの奥行方向Ｘ２に隣り合わせて複数の
フック２５が形成されて、面内方向Ｘに隣り合う各々のフック２５で、図２６の図面左上
側に向けて溝２５ａが開口するフック２５と、図２６の図面右下側に向けて溝２５ａが開
口するフック２５とが交互となるように、面内方向Ｘで互いに逆向きにフック２５の溝２
５ａが形成される。
【００８６】
　フラットプレート１２は、図２７、図２８に示すように、経時硬化性材料５の下方にデ
ッキプレート１１が設けられる場合に、経時硬化性材料５の下面５ｂに対向させて、上方
に向けて配置される一方の片面１２ａに、複数の補強リブ１３が設けられて、下方に向け
て配置される他方の片面１２ｂが、略平坦状等に形成される。
【００８７】
　各々の補強リブ１３は、屈曲加工させた鋼材等が用いられて、面内方向Ｘの奥行方向Ｘ
２で略直線状に延びて設けられる。各々の補強リブ１３は、フラットプレート１２の片面
１２ａと略平行に、面外方向Ｙに突出して配置される略平坦状等の突出面１３ａを有して
、複数の補強リブ１３の各々の突出面１３ａが、奥行方向Ｘ２に延びて互いに略平行に形
成される。
【００８８】
　各々の縦主筋１５は、異形鉄筋等の鉄筋が用いられて、面内方向Ｘの奥行方向Ｘ２で略
直線状に延びて設けられる。各々の縦主筋１５は、補強リブ１３の突出面１３ａから面外
方向Ｙに離間させて、各々の補強リブ１３の突出面１３ａと略平行に、面内方向Ｘの幅方
向Ｘ１の位置を異ならせて配置される。
【００８９】
　各々の縦主筋１５は、必要に応じて、面内方向Ｘの幅方向Ｘ１で略直線状に延びる異形
鉄筋等の横方向筋１６が接合される。横方向筋１６は、面内方向Ｘの奥行方向Ｘ２で互い
に略平行に複数並べて設けられるものであり、各々の縦主筋１５に上方から溶接等で接合
されて、各々の縦主筋１５に面内方向Ｘで略直交させて、複数の縦主筋１５に連続して架
設される。
【００９０】
　なお、各々の縦主筋１５及び横方向筋１６は、工場製作により縦主筋１５と横方向筋１
６とが格子状に組み立てられたメッシュ組立配筋が用いられてもよい。
【００９１】
　トラス状部材１は、複数の第１節点部２１が、フラットプレート１２の片面１２ａと略
平行の同一平面上に配置される。トラス状部材１は、略直線状に延びる各々の縦主筋１５
が、奥行方向Ｘ２で隣り合う第１節点部２１の上端面２１ａに連続して架設されて、溶接
又は緊結等により複数の第１節点部２１の各々に接合される。
【００９２】
　トラス状部材１は、複数の第２節点部２２が、フラットプレート１２の片面１２ａと略
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平行の同一平面上に配置される。トラス状部材１は、略直線状に延びる各々の補強リブ１
３の突出面１３ａが、奥行方向Ｘ２で隣り合う第２節点部２２の下端面２２ａに連続して
架設されて、所定の接合方法により複数の第２節点部２２の各々に接合される。
【００９３】
　トラス状部材１は、複数の第２節点部２２の各々が、溶接、接着、ネジ止め、ボルト止
め、緊結、打込み鋲等の接合方法により補強リブ１３の突出面１３ａに接合される。トラ
ス状部材１は、特に、複数の第２節点部２２の各々が、各々の補強リブ１３の突出面１３
ａで、フック２５の溝２５ａに引っ掛けられて、嵌合により接合される。
【００９４】
　フック２５は、例えば、補強リブ１３の突出面１３ａをＵ字状等に切り込んで、Ｕ字状
等の切込部分を引き起こすことで、面内方向Ｘの奥行方向Ｘ２に開口する溝２５ａが形成
される。フック２５は、溶接、接着、ネジ止め、ボルト止め等により、略Ｌ字状等の別途
の部材を補強リブ１３の突出面１３ａに接合させて、面内方向Ｘの幅方向Ｘ１又は奥行方
向Ｘ２に開口する溝２５ａが形成されてもよい。
【００９５】
　フック２５は、図２８に示すように、奥行方向Ｘ２に隣り合う複数のフック２５の各々
で、奥行方向Ｘ２の右側に向けて溝２５ａを開口させた順方向フック２５１と、奥行方向
Ｘ２の左側に向けて溝２５ａを開口させた逆方向フック２５２とが、互いに奥行方向Ｘ２
で溝２５ａの開口する向きが逆向きとなるように交互に配置される。
【００９６】
　トラス状部材１は、最初に、図２９（ａ）に示すように、複数の順方向フック２５１の
各々に第２節点部２２を引っ掛けることで、複数の第２節点部２２の一部が、順方向フッ
ク２５１が設けられた突出面１３ａのみに、順方向フック２５１の溝２５ａで嵌合により
接合される。
【００９７】
　このとき、トラス状部材１は、複数の第２節点部２２の一部が、順方向フック２５１に
引っ掛けられた箇所以外で固定されていない状態となるとともに、複数の第１節点部２１
の全部が、固定されていない状態となることで、各々の脚部３を様々な角度となるように
傾斜させて、全体を変形させることができるものとなる。
【００９８】
　トラス状部材１は、次に、各々の脚部３を様々な角度に傾斜させることで、図２９（ｂ
）に示すように、順方向フック２５１に引っ掛けられた箇所以外での第２節点部２２を、
奥行方向Ｘ２の左側に向けて開口する逆方向フック２５２の溝２５ａに、奥行方向Ｘ２の
左側から引っ掛けて、複数の第２節点部２２の各々が、各々のフック２５に引っ掛けられ
るものとなる。
【００９９】
　本発明を適用した合成床スラブ構造１０は、次に、複数の第２節点部２２の各々が、各
々のフック２５に引っ掛けられて、トラス状部材１とデッキプレート１１とを一体化させ
た後に、図２７、図２８に示すように、複数の第１節点部２１の各々に、縦主筋１５が接
合されるとともに、複数の縦主筋１５の各々に、ひび割れ防止のための横方向筋１６が接
合される。
【０１００】
　なお、本発明を適用した合成床スラブ構造１０は、トラス状部材１とデッキプレート１
１とを一体化させて、縦主筋１５及び横方向筋１６を接合させた組立配筋が、建築現場で
の施工により構築されてもよく、また、あらかじめ組立工場又は現場サイトで先組みした
組立配筋が、建築物の梁等の上方に揚上されるものであってもよい。
【０１０１】
　本発明を適用した合成床スラブ構造１０は、次に、フラットプレート１２の片面１２ａ
側に現場打設コンクリート５１を打設して、トラス状部材１、補強リブ１３、縦主筋１５
及び横方向筋１６を、硬化させた現場打設コンクリート５１に埋め込んで、床版が形成さ
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れるものとなる。
【０１０２】
　ここで、本発明を適用した合成床スラブ構造１０は、フラットプレート１２の片面１２
ａ側に現場打設コンクリート５１を打設するときに、硬化する前の状態の現場打設コンク
リート５１の自重を十分に支持するために、トラス状部材１とデッキプレート１１とを一
体化させるだけでなく、複数の縦主筋１５でトラス状部材１を補強することが効果的とな
る。
【０１０３】
　このとき、本発明を適用した合成床スラブ構造１０は、フラットプレート１２の片面１
２ａ側で、硬化させた経時硬化性材料５の構造部材又は付着部材となるように、第１節点
部２１、第２節点部２２及び複数の脚部３が、補強リブ１３、縦主筋１５及び横方向筋１
６とともに、経時硬化性材料５に埋め込まれた状態で用いられるものとなる。
【０１０４】
　本発明を適用した合成床スラブ構造１０は、最後に、建築物の梁等の上方において、複
数の補強リブ１３が床スパン直交方向と一致する幅方向Ｘ１に並列して配置されるものと
なるように、トラス状部材１、補強リブ１３、縦主筋１５及び横方向筋１６が経時硬化性
材料５に埋め込まれて、建築物等の床版が構築されるものとなる。
【０１０５】
　本発明を適用した合成床スラブ構造１０は、一般的に建築物等において使用される、コ
ンクリート等の経時硬化性材料５の捨て型枠としてデッキプレート１１が使用されるため
、特別なデッキプレート製造設備を必要としないものとなり、設備投資費用を低減させる
ことが可能となる。
【０１０６】
　本発明を適用した合成床スラブ構造１０は、トラス状部材１の各々の脚部３を様々な角
度に傾斜させて、トラス状部材１の全体を変形させることで、順方向フック２５１の溝２
５ａ及び逆方向フック２５２の溝２５ａの各々に、複数の第２節点部２２の各々を順次引
っ掛けることができるため、トラス状部材１とデッキプレート１１とを一体化させる作業
を簡略に実施することが可能となる。
【０１０７】
　本発明を適用した合成床スラブ構造１０は、トラス状部材１、補強リブ１３及び縦主筋
１５等が、フラットプレート１２の片面１２ａ側で硬化させたコンクリート等の経時硬化
性材料５に埋め込まれることで、使用時上載荷重、又は、床スパンを大きくすることので
きる組立配筋を提供することが可能となる。また、本発明を適用した合成床スラブ構造１
０は、トラス状部材１、補強リブ１３及び縦主筋１５等に、主として鋼材が用いられるも
のであるが、経時硬化性材料５に補強リブ１３等が埋め込まれることで、火災発生時等の
床版の耐火性能を向上させることが可能となる。
【０１０８】
　本発明を適用した合成床スラブ構造１０は、床スパンが大きくなった場合であっても、
補強リブ１３の高さを大きくすることを必要としないものとなり、補強リブ１３の材料費
の増大を抑制するとともに、補強リブ１３に十分に曲げ引張応力を負担させて、第１実施
形態又は第２実施形態のトラス状部材１による補強で十分な全体の剛性を確保することが
可能となる。
【０１０９】
　本発明を適用した合成床スラブ構造１０は、図２６に示すように、第１実施形態のトラ
ス状部材１を用いる場合のほか、図８に示す第２実施形態のトラス状部材１を用いる場合
であっても同様に、各々の脚部３を幅方向Ｘ１に傾斜させて変形させることができるため
、フック２５の溝２５ａの開口する向きを面内方向Ｘに調整して、第２節点部２２をフッ
ク２５の溝２５ａに引っ掛けることができる。
【０１１０】
　以上、本発明の実施形態の例について詳細に説明したが、上述した実施形態は、何れも
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本発明を実施するにあたっての具体化の例を示したものに過ぎず、これらによって本発明
の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。
【符号の説明】
【０１１１】
１　　　：トラス状部材
１０　　：合成床スラブ構造
１１　　：デッキプレート
１２　　：フラットプレート
１３　　：補強リブ
１３ａ　：突出面
１５　　：縦主筋
１６　　：横方向筋
２　　　：節点部
２１　　：第１節点部
２１ａ　：上端面
２２　　：第２節点部
２２ａ　：下端面
２３　　：ネジ
２４　　：ボルトナット
２５　　：フック
２５ａ　：溝
２５１　：順方向フック
２５２　：逆方向フック
２６　　：線材
２７　　：ボルト
２８　　：打込み鋲
２９　　：位置保持部材
３　　　：脚部
４　　　：孔部
４０　　：隅点部
４１　　：側辺部
５　　　：経時硬化性材料
５ａ　　：経時硬化性材料の上面
５ｂ　　：経時硬化性材料の下面
５０　　：プレキャストコンクリート
５１　　：現場打設コンクリート
６　　　：板材
６０　　：エキスパンドメタル
６０ａ　：切れ目
７　　　：鋼部材
７ａ　　：鋼板又は折板の上面
７ｂ　　：鋼板又は折板の下面
７ｃ　　：形鋼のフランジ部
７ｄ　　：形鋼のウェブ部
７ｅ　　：形鋼の溝部
７ｆ　　：鋼管の外周面
７ｇ　　：鋼管の内周面
７ｈ　　：鋼管の管内部
７０　　：鋼板
７１　　：折板
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７２　　：形鋼
７３　　：鋼棒
７４　　：鋼管
８　　　：コンクリート構造体
８０　　：地盤面
Ａ　　　：一方側
Ｂ　　　：他方側
Ｘ　　　：面内方向
Ｘ１　　：幅方向
Ｘ２　　：奥行方向
Ｙ　　　：面外方向

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】

【図２８】

【図２９】
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